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→

2012年11月に成立した国民年金法等の
一部を改正する法律等の一部を改正する
法律により，老齢基礎年金等の年金額の
特例水準（2.5％）について，2013年度か
ら2015年度までの3年間で解消することに
なった。当初案では2012年10月からとなっ
ていたが，開始を1年延ばすことになった。

2013年3月29日

東京アカデミー編集部

(ティーエーネットワーク)

国家公務員・地方上級　出たDATA問　　正誤表

以下のような誤りがございましたので，訂正させていただくとともにお詫び申し上げます。

問題【No.18】　選択肢イ

2011年の全国消費者物価指数は前年を
0.3％下回ったため，2012年度は2011年度
と比べて0.3％引き下げた給付額となった。

⑦社会科学　実践編

〈誤〉


